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平成２８年度品川区立学校における体罰等の実態把握について 

１ 調査の概要 

（１）調査の趣旨

体罰や体罰の疑いがある事例を見逃さずに迅速に対応するため、品川区立学校にお

ける実態を的確に把握する。（東京都教育委員会が全区市町村を対象に調査を依頼）

（２）調査対象

品川区立小学校 37 校、中学校 15 校の校長、教職員、児童・生徒
※小学校には義務教育学校の前期課程を含む。また、中学校には義務教育学校の後期課程を含

む。以下、同じ。

（３）調査内容

体罰、不適切な指導暴言等および行き過ぎた指導（以下「体罰等」という。）、また

はその疑いのある事案の実態

（４）調査方法

教職員･･･････校長による聞き取り調査

児童・生徒･･･質問紙調査および聞き取り調査

（５）調査対象期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
※調査は、平成 28 年 12 月 1 日（木）から 12 月 22 日（木）までの期間で実施。

調査実施期間以降の発生分は、順次、追加報告。

２ 報告数

（１）学校別報告数

校種別の内訳 小学校 中学校 合 計

学校設置数 37 校 15 校 52 校

本調査への報告のあった学校数 6 校 3 校 9 校

本調査への報告数 10 人（11 件） 3 人(3 件) 13 人（14 件）

（２）申告者別報告数

申告者 小学校 中学校 合 計

教員本人 5 件 1 件 6 件

他の教員 2 件 1 件 3 件

児童・生徒本人 5 件 2 件 7 件

他の児童・生徒 1 件 0 件 1 件

保護者 2 件 1 件 3 件

地域住民 0 件 0 件 0 件

その他 0 件 0 件 0 件

合 計 15 件 5 件 20 件

（注）１つの事案につき複数の申告者による報告があるため、（１）の報告数の合計とは一致しない。
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３ 報告の内容 

（１）体罰等の有無

分  類 小学校 中学校 合 計

体罰
0 人（0 件） 0 人（0 件） 0 人（0 件）

0 校 0 校 0 校

不適切

な行為

ア 不適切な指導
0 人（0 件） 0 人（0 件） 0 人（0 件）

0 校 0 校 0 校

イ 暴言等
1 人（1 件） 1 人（1 件） 2 人（2 件）

1 校 1 校 2 校

ウ 行き過ぎた指導
0 人（0 件） 0 人（0 件） 0 人（0 件）

0 校 0 校 0 校

指導の範囲内
2 人（2 件） 0 人（0 件） 2 人（2 件）

1 校 0 校 1 校

適切な指導
2 人（2 件） 1 人（1 件） 3 人（3 件）

1 校 1 校 2 校

正当防衛・正当行為
0 人（0 件） 0 人（0 件） 0 人（0 件）

0 校 0 校 0 校

緊急避難
1 人（1 件） 0 人（0 件） 1 人（1 件）

1 校 0 校 1 校

非該当
4 人（5 件） 1 人（1 件） 5 人（6 件）

2 校 1 校 3 校

合   計
10 人（11 件） 3 人（3 件） 13 人（14 件）

6 校 3 校 9 校

【分類例】・不適切な指導 手をはたく（しっぺ）、おでこを弾く（デコピン）、小突く、拳骨で

押す、襟首をつかんで連れだす、などの行為

・暴言等 罵る、脅かす、威嚇する、人格（身体・能力・性格・風貌等）を否

定する、集中的に批判する、などの行為

・行き過ぎた指導 目的は誤っていないが、その指導内容・方法等が児童・生徒の発育・

発達や心身の現況に適合していない指導など

・指導の範囲内 腕をつかんで連れていく、頭・肩を押さえる、寝ている生徒の肩を叩い

て起こすなどの、社会通念上妥当とみなされる行為

（２）報告のあった事案のうち体罰以外と判断した事案例

＜暴言等＞

・国語のテストを始めようというときに大きな声でテストの問題文を読み始めた児童を指導する際、

当該児童の座っていた椅子を一回蹴った。

＜緊急避難＞

・教室前の廊下で、給食配膳中の児童の列に全速力で走って突っ込んできた児童を制しようとした

が進行方向は変えられたものの制止できず、勢いがついたまま、床に転ばせ左腰部に打撲を負わ

せた。
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４ 体罰の根絶を図るための取組 

（１）学校への指導 

①体罰根絶を徹底するよう教育長名の通知の発出 

②毎月の校長連絡会における服務事故防止のための指導 

（２）学校組織としての意識向上 

①学校組織全体として体罰の根絶に取り組むよう、教職員でスローガンを考え「体罰０

宣言ポスター」に記入し、職員室および学校ホームページに掲出 

②管理職による服務（体罰等）に関するヒアリングの実施 

（３）教職員研修の充実 

新任・転任者研修、１年次（初任者）研修、２年次研修、１０年経験者研修、生活指

導主任研修、校長研修会等で「体罰根絶」「服務事故防止」の徹底を指導 

（４）通報システムの活用・周知徹底 

①目安箱、教委直通電話、アイシグナル（携帯電話、PC による連絡手段）の活用 

②保護者、地域への周知（リーフレット、家庭向け通信の配布） 

（５）体罰根絶ＤＶＤ「ＳＴＯＰ体罰」の活用の促進 

各学校において東京都教育委員会が作成した体罰根絶ＤＶＤ「ＳＴＯＰ体罰」の活

用を促進 

（６）学校における体罰防止に向けた取り組みの強化 

各学校が独自に体罰防止の取り組みを策定・実施し、取組内容を区の教育委員会へ

報告

＜取組事例＞ 

・生活指導の連絡会を毎週金曜日に行い、各学級の児童の様子を全体で共有してい

る。学年だけでなく、他学年の教員やスクールカウンセラー、特別支援専門員、

心理士などにも相談できる雰囲気をつくり、感情的な指導に陥らないようにして

いる。会の最後には管理職から服務・保護者対応・適切な指導方法・学級経営な

ど具体的に話をする機会を設けている。 （山中小学校） 

・週ごとの指導計画に自身の指導に関する点検票を貼り、自己確認を行っている。 

（戸越小学校） 


